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環境汚染に対する原因者負担の規定事例

土壌汚染対策法

（平成十四年五月二十九日法律第五十三号）

（措置命令）

第七条 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害

が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する指定区域内の土

地があると認めるときは、政令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限

度において、当該土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚

染の拡散の防止その他必要な措置（以下「汚染の除去等の措置」という ）を講ずべきこ。

とを命ずることができる。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地

の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした

者（中略）に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これ

を講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、この限りでない。

２ 前項ただし書の場合においては、都道府県知事は、政令で定めるところにより、そ

の被害を防止するため必要な限度において、その行為をした者に対し、相当の期限を定め

て、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

３～４ （略）

（汚染の除去等の措置に要した費用の請求）

第八条 前条第一項の命令を受けた土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質

による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をし

た者に対し、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる。

ただし、その行為をした者が既に当該汚染の除去等の措置に要する費用を負担し、又は負

担したものとみなされるときは、この限りでない。

２ （略）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号）

（措置命令）

第十九条の四 一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃

棄物処理基準）に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全

上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長は、必要な限度に

おいて、当該処分を行つた者（中略）に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の

防止のために必要な措置（以下「支障の除去等の措置」という ）を講ずべきことを命ず。

ることができる。
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２ （略）

第十九条の五 産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃

棄物処理基準）に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全

上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事（中略）は、

必要な限度において、次に掲げる者（中略）に対し、期限を定めて、その支障の除去等の

措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 当該処分を行つた者（中略）

二 第十二条第三項若しくは第四項、第十二条の二第三項若しくは第四項、第十四条第

十項又は第十四条の四第十項の規定に違反する委託により当該処分が行われたときは、当

該委託をした者

三 当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行

程における管理票に係る義務（電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に

係る義務を含む ）について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者。

イ 第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同項に規定する事項

を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

ロ～リ （略）

四 当該処分を行つた者若しくは前二号に掲げる者に対して当該処分若しくは前二号に

規定する規定に違反する行為（以下「当該処分等」という ）をすることを要求し、依頼。

し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、そ

の者

２ （略）

第十九条の六 前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又

は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道

府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者（中略）に対し、期限を

定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、

当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情から

みて相当な範囲内のものでなければならない。

一 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の

措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。

二 排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当

該処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第五項及び第十

二条の二第五項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせること

が適当であるとき。

２ （略）
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（生活環境の保全上の支障の除去等の措置）

第十九条の七 第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障

が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められると

きは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。

この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支

障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないと

きは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あら

かじめ、公告しなければならない。

一 第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた

処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十

分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

二 第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようと

する場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知する

ことができないとき。

三 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の四第一項

の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

２ 市町村長は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた

、 、 、ときは 当該支障の除去等の措置に要した費用について 環境省令で定めるところにより

当該処分者等に負担させることができる。

３ （略）

第十九条の八 第十九条の五第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障

が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められると

きは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができ

る。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当

該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じな

いときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、

あらかじめ、公告しなければならない。

一 第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた

処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十

分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

二 第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようと

する場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知する

ことができないとき。

三 第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた

排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じて

も十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

四 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の五第一項

又は第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとま

がないとき。
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２ 都道府県知事は、前項（第三号に係る部分を除く ）の規定により同項の支障の除。

去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用につい

て、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。

３ 都道府県知事は、第一項（第三号に係る部分に限る ）の規定により同項の支障の。

除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用につ

いて、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。

４ 都道府県知事は、第一項（第四号に係る部分に限る ）の規定により同項の支障の。

除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の六第一項各号のいずれに

も該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部に

ついて、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。

この場合において、当該排出事業者等に負担させる費用の額は、当該産業廃棄物の性状、

数量、処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

５ （略）

水質汚濁防止法

（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号）

（地下水の水質の浄化に係る措置命令等）

第十四条の三 都道府県知事は、特定事業場において有害物質に該当する物質を含む水

の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれ

があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な

限度において、当該特定事業場の設置者（相続、合併又は分割によりその地位を承継した

者を含む ）に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとること。

を命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場

の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。

２ 前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時におい

て当該特定事業場の設置者であつた者（相続、合併又は分割によりその地位を承継した者

を含む ）に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。。

３ （略）

（無過失責任）

第十九条 工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた

状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は

地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

２ （略）


